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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　前記表示パネルの表示面に貼り付けられた光透過性の回路基板と、
　前記回路基板と対向して前記表示パネルとは反対側に配置された光透過性基板と、
　前記回路基板と前記光透過性基板の間に少なくとも一部が介在するように、前記回路基
板に搭載された実装部品と、
　前記実装部品を避けた位置で前記回路基板と前記光透過性基板を接合する光透過性の接
合層と、
　前記光透過性基板の前記回路基板を向く面に形成された印刷層と、
　を有し、
　前記接合層は、樹脂からなるコア基板と、前記コア基板の一方の面に形成された粘着層
と、前記コア基板の他方の面に形成された硬化した接着層と、を含み、
　前記粘着層が前記回路基板及び前記光透過性基板のうち一方に粘着し、前記接着層が前
記回路基板及び前記光透過性基板のうち他方に固着し、
　前記印刷層は、前記光透過性基板の表面から突出する凸部を形成し、
　前記コア基板は、前記光透過性基板を向く面に、前記印刷層に対向する領域が低くなる
凹部を有していることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　表示パネルと、実装部品が搭載された光透過性の回路基板と、光透過性基板と、前記回
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路基板及び前記光透過性基板よりも剛性が低くて屈曲可能な光透過性の樹脂からなるコア
基板と、を用意する工程と、
　前記表示パネルの表示面に前記回路基板を貼り付ける工程と、
　前記コア基板を、屈曲させながら、前記回路基板及び前記光透過性基板の一方に粘着層
を介して粘着させる工程と、
　前記回路基板及び前記光透過性基板の一方に粘着した前記コア基板に、前記回路基板及
び前記光透過性基板の他方を接着する工程と、
　を含み、
　前記接着する工程は、前記回路基板及び前記光透過性基板の一方に粘着した前記コア基
板の表面に、ＵＶ硬化型接着剤を液状またはペースト状にて設け、設けられた前記ＵＶ硬
化型接着剤を硬化させて接着層にすることで、前記コア基板と前記回路基板及び前記光透
過性基板の他方とを接着し、前記回路基板及び前記光透過性基板の間に前記実装部品の少
なくとも一部を介在させて行うことを特徴とする表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルなどの回路基板が貼り付けられた、液晶表示パネルや有機エレクトロルミ
ネッセンスパネルなどの表示パネルが知られている。回路基板には光透過性基板が貼り付
けられる。ここで、回路基板も光透過性基板も剛体であり、両者の貼り付けに両面粘着シ
ートを使用すると気泡を除去することが難しいので、貼り付けには接着剤を使用している
。また、回路基板には、フレキシブル配線基板や集積回路チップなどの実装部品が搭載さ
れるため、回路基板と光透過性基板の間には間隔をあけることが要求される場合がある。
尚、関連する従来技術として、特許文献１が挙げられる。
【特許文献１】特開２００８－１５８２５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような背景技術において使用する接着剤は、例えば光を当てることにより硬化させ
て接着を行うＵＶ硬化型の接着剤を使用するが、このようなＵＶ硬化型の接着剤は、材料
の性質上、３０～７０μｍ程度と余り厚く設けることができない。
【０００４】
　一方、光透過性基板の裏面（表示パネルが配置される側）の表示パネルの表示領域の周
辺に対応する箇所には、デザイン性の確保のため、もしくは表示パネルの表示領域以外か
らの光を遮光するために印刷を施す場合があるが、上述した背景技術のように、回路基板
と光透過性基板の間に十分な間隔が形成されていない場合には、光透過性基板に形成され
た印刷層と回路基板が干渉してしまうという問題が発生してしまうということがわかって
きた。また、接着剤は強固に接着するのでリペアには向いていない点も課題の一つである
。
【０００５】
　本発明の目的は、回路基板と光透過性基板の間に十分な間隔をあけて、光透過性基板と
回路基板の干渉を防ぎ、光透過性基板と回路基板の均一な貼り合わせを可能とする表示装
置を提供することである。
【０００６】
　本発明の別の目的は、リペアが容易な表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明に係る表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルの表示面に貼り付けら
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れた光透過性の回路基板と、前記回路基板と対向して前記表示パネルとは反対側に配置さ
れた光透過性基板と、前記回路基板と前記光透過性基板の間に少なくとも一部が介在する
ように、前記回路基板に搭載された実装部品と、前記実装部品を避けた位置で前記回路基
板と前記光透過性基板を接合する光透過性の接合層と、を有し、前記接合層は、樹脂から
なるコア基板と、前記コア基板の一方の面に形成された粘着層と、前記コア基板の他方の
面に形成された硬化した接着層と、を含み、前記粘着層が前記回路基板及び前記光透過性
基板のうち一方に粘着し、前記接着層が前記回路基板及び前記光透過性基板のうち他方に
固着していることを特徴とする。本発明によれば、コア基板が介在するので、回路基板と
光透過性基板の間に十分な間隔をあけることができ、粘着界面は剥離が可能なので光透過
性基板のリペアを容易に行うことができる。
【０００８】
　（２）（１）に記載された表示装置において、前記光透過性基板の前記回路基板を向く
面に形成された印刷層をさらに有し、前記印刷層は、前記光透過性基板の表面から突出す
る凸部を形成し、前記コア基板は、前記光透過性基板を向く面に、前記印刷層に対向する
領域が低くなる凹部を有することを特徴としてもよい。
【０００９】
　（３）本発明に係る表示装置の製造方法は、表示パネルと、実装部品が搭載された光透
過性の回路基板と、光透過性基板と、光透過性の樹脂からなるコア基板と、を用意する工
程と、前記表示パネルの表示面に前記回路基板を貼り付ける工程と、前記コア基板を、前
記回路基板及び前記光透過性基板の一方に粘着層を介して粘着させる工程と、前記回路基
板及び前記光透過性基板の一方に粘着した前記コア基板に、前記回路基板及び前記光透過
性基板の他方を、接着剤によって接着する工程と、を含み、前記接着剤によって接着する
工程は、前記回路基板及び前記光透過性基板の間に前記実装部品の少なくとも一部を介在
させて行うことを特徴とする。本発明によれば、コア基板を介在させることで、回路基板
と光透過性基板の間に十分な間隔をあけることができ、回路基板の段差干渉を防ぎ、回路
基板と光透過性基板の均一な貼り合わせが可能となる。また、粘着界面は剥離が可能なの
で光透過性基板のリペアを容易に行うことができる。
【００１０】
　（４）本発明に係る別の表示装置は、例えば液晶表示パネルや有機ＥＬ表示パネルのよ
うな表示パネルと、この表示パネルの表示面側に配置された静電容量方式タッチパネルと
、この静電容量方式タッチパネルと対向して、表示パネルとは反対側に配置された例えば
ガラス基板やアクリル基板のような第一透明基板とを有する表示装置において、静電容量
方式タッチパネルと第一透明基板との間には、たとえばＰＥＴフィルム等の第二透明基板
が配置されており、静電容量方式タッチパネルと第二透明基板とは、粘着剤により粘着さ
れており、第一透明基板と第二透明基板とは、例えばＵＶ硬化型の接着剤により接着され
ているというものである。このような表示装置では、静電容量方式タッチパネルと、第二
透明基板とは粘着剤で粘着されているため、仮にこれらを貼り合わせたときに、位置ずれ
を起こしたり、気泡等が入り込んでしまう等の貼り合わせがうまくいかなかった場合にも
、容易に人間の通常の力で剥がすことが可能であり、リペア性に優れた表示装置を提供す
ることができる。
【００１１】
　また、この構造の表示装置は、静電容量方式タッチパネルにフレキシブルプリント基板
が接続され、第一透明基板の表示パネルが配置された側の面の、フレキシブル基板に対向
する箇所に印刷層が形成されている場合においては、第二透明基板により厚みを稼ぐこと
ができるので、印刷層とフレキシブルプリント基板の接触を避けることができる。この構
成の場合は、粘着剤の厚み、第二透明基板の厚み、及び表示領域に対応する接着層の厚み
の合計の厚みは、印刷層の厚みとフレキシブルプリント基板の厚みの合計の厚みより厚く
なっている。尚、本発明で接着と粘着との違いは、接着の方が粘着より粘度が高いことを
意味する。さらにわかりやすくいえば、通常の人間の力で剥がすことができるものを粘着
と表現し、通常の人間の力では剥がすことができないものを接着と表現している。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態に係る表示装置を示す断面図である。表示装置は、表示パ
ネル１０を有する。
【００１４】
　図１に示す表示パネル１０は液晶表示パネルであって、一対の基板１２（例えばガラス
基板やプラスチック基板）と、一対の基板１２の間に挟まれた液晶（図示せず）と、一対
の基板１２の相互に反対を向く面にそれぞれ貼り付けられた偏光板１４と、を有する。一
方の基板１２には、液晶駆動ドライバやフレキシブル配線基板が搭載されている。変形例
として、表示パネル１０は、有機エレクトロルミネッセンスパネルであってもよい。
【００１５】
　表示パネル１０の表示面（例えば偏光板１４の表面）には、光透過性の回路基板１６が
貼り付けられている。図１には、回路基板１６の概略のみが示してあるが、回路基板１６
としてタッチパネルが想定されており、図示しない剛性の基板（ガラス基板）及びこれに
形成された回路又は配線を含む。本実施例のタッチパネルは、所謂抵抗膜方式のタッチパ
ネルではなく、静電容量の変化を検知することによりタッチ位置を検知する静電容量方式
のタッチパネルである。表示パネル１０と回路基板１６は、接着剤１８（例えばＵＶ硬化
型接着剤）によって接着されている。タッチパネルを表示パネル１０に取り付けてなる表
示装置は、タッチスクリーンと呼ぶこともできる。
【００１６】
　回路基板１６には実装部品２０が搭載されている。図１に示す実装部品２０は、フレキ
シブル配線基板であるが、駆動ドライバとしての半導体チップであってもよい。実装部品
２０は、回路基板１６の配線に電気的に接続されている。実装部品２０は、回路基板１６
と光透過性基板２２の間に少なくとも一部が介在するように配置されている。実装部品２
０及び実装に使用する異方性導電フィルムの厚み合計は、７０～１００μｍ程度になる。
【００１７】
　回路基板１６と対向して、表示パネル１０とは反対側には、光透過性基板２２が配置さ
れている。光透過性基板２２は、例えば回路基板を保護するために配置されているもので
あり、ガラス（例えば強化ガラス）であってもよいし、アクリル樹脂などからなる樹脂基
板であってもよいが、いずれであっても剛性を有する基板である。光透過性基板２２が剛
性を有していても、タッチパネルとしての回路基板１６が静電容量方式のものであれば入
力に支障はない。光透過性基板２２は、回路基板１６よりも大きく、光透過性基板２２の
外形の内側に回路基板１６の投影面全体が入り、光透過性基板２２の一部が回路基板１６
から突出する。
【００１８】
　光透過性基板２２の回路基板１６を向く面には印刷層２４が形成されている。印刷層２
４は、例えば、１０μｍの厚さで形成されるものであり、光透過性基板２２の表面から突
出する凸部を形成している。印刷層２４の少なくとも一部が回路基板１６を向くように光
透過性基板２２が配置されている。
【００１９】
　回路基板１６と光透過性基板２２の間に、実装部品２０の少なくとも一部が介在する。
ただし、実装部品２０と回路基板１６（あるいは印刷層２４）との間には隙間が形成され
ている。
【００２０】
　回路基板１６と光透過性基板２２は、光透過性の接合層２６によって接合されている。
接合層２６は、実装部品２０を避けた位置にある。接合層２６の一部は、印刷層２４の少
なくとも一部と重なっている。接合層２６の厚みは、７０μｍ～３００μｍ程度である。
【００２１】
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　接合層２６は、樹脂からなるコア基板２８を有する。コア基板２８は、例えばＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）からなる透明フィルム（もしくは透明基板）である。コア
基板２８の厚みは、４０～２５０μｍ程度である。尚、コア基板２８は、回路基板１６や
光透過性基板２２よりも剛性が低く、屈曲可能なものであっても使用可能である。
【００２２】
　コア基板２８の一方の面には粘着層３０が粘着している。粘着層３０は回路基板１６及
び光透過性基板２２のうち一方（図１では回路基板１６）に粘着している。粘着層３０の
粘着界面には気泡が入らないようになっており、これにより、視認性が向上する（つまり
光が屈折しない）。また、粘着層３０の粘着界面は、剥離が可能な状態になっている。こ
の粘着層は、例えば２０μｍ程度の厚さのもので、ＰＥＴ等の透明基板（透明フィルム）
に予め一体となって形成されている構造が考えられる。
【００２３】
　コア基板２８の他方の面には硬化した接着層３２が接着している。接着層３２は、液状
又はペースト状の接着剤が硬化したものであり、ＵＶ硬化型接着剤が例に挙げられる。接
着層３２の厚みは３０～７０μｍ程度である。接着層３２は回路基板１６及び光透過性基
板２２のうち他方（図１では光透過性基板２２）に固着している。接着層３２の接着界面
には気泡が入らないようになっており、これにより、視認性が向上する（つまり光が屈折
しない）。また、接着層３２の接着界面は、強固に結合しているため剥離が困難になって
いる。
【００２４】
　本実施の形態によれば、コア基板２８が介在するので、回路基板１６と光透過性基板２
２の間に十分な間隔をあけることができ、実装部品２０をその間に配置することができる
。また、粘着層３０による粘着界面は剥離が可能なので光透過性基板２２のリペアを容易
に行うことができる。一方、接着層３２の接着界面は強固に結合しているので接合強度を
確保することができる。本実施の形態に係る表示装置は、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカ
メラ用液晶表示モジュール、マルチメディアプレーヤ用液晶モジュールに適用することが
できる。
【００２５】
　次に、本実施の形態に係る表示装置の製造方法を説明する。表示装置の製造方法では、
表示パネル１０と、実装部品２０が搭載された光透過性の回路基板１６と、光透過性基板
２２と、光透過性の樹脂からなるコア基板２８と、を用意する。
【００２６】
　表示パネル１０の表示面に回路基板１６を貼り付ける。貼り付けは、接着剤１８を液状
又はペースト状で設けてこれを硬化させて行う。接着剤１８としてＵＶ硬化型のものを使
用してもよい。
【００２７】
　コア基板２８を、回路基板１６及び光透過性基板２２の一方（例えば回路基板１６）に
粘着層３０を介して粘着させる。粘着層３０は、先にコア基板２８に粘着させてから回路
基板１６に粘着させてもよい。粘着層３０自体は屈曲させることができるので、曲げた状
態にして粘着界面から気泡を抜きながらコア基板２８に粘着させる。コア基板２８に粘着
した粘着層３０の他の面を回路基板１６に粘着させるときにはコア基板２８も屈曲させる
ことができるので、コア基板２８及び粘着層３０を曲げた状態にして粘着界面から気泡を
抜きながら、回路基板１６に粘着させる。
【００２８】
　回路基板１６及び光透過性基板２２の一方（例えば回路基板１６）に粘着したコア基板
２８に、回路基板１６及び光透過性基板２２の他方（例えば光透過性基板２２）を、接着
層３２の前駆体である接着剤（例えばＵＶ硬化型接着剤）によって接着する。回路基板１
６及び光透過性基板２２はいずれも剛性を有しているので粘着剤を使用すると気泡を抜く
ことができないので接着剤を使用する。
【００２９】
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　ここで、接着剤によって接着する工程は、回路基板１６及び光透過性基板２２の間に実
装部品２０の少なくとも一部を介在させて行う。
【００３０】
　本実施の形態に係る表示装置の製造方法は、上記表示装置の構成から自明なプロセスを
含み、さらに表示装置の製造方法として周知のプロセスを含む。
【００３１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る表示装置の変形例を示す断面図である。
【００３２】
　上記実施の形態では、光透過性基板２２の表面と印刷層２４の表面とで高低差が形成さ
れており、この高低差に対応して接着層３２の厚みが一部において薄くなっている。詳し
くは、接着層３２の、印刷層２４と対向する部分が薄くなっている。
【００３３】
　本変形例では、コア基板１２８は、光透過性基板２２を向く面に、印刷層２４に対向す
る領域が低くなる凹部１３０を有する。凹部１３０はコア基板１２８の端部に形成されて
おり、凹部１３０の底面とこれに隣接するコア基板１２８の表面との間に高低差が形成さ
れている。本変形例によれば、コア基板１２８に凹部１３０を形成することで、接着層１
３２の厚みの不均一を減らす又はなくすことできる。その他の内容は上述した実施の形態
で説明した内容が該当する。
【００３４】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例
えば、実施の形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成
又は同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態に係る表示装置を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る表示装置の変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　表示パネル、１２　基板、１４　偏光板、１６　回路基板、１８　接着剤、２０
　実装部品、２２　光透過性基板、２４　印刷層、２６　接合層、２８　コア基板、３０
　粘着層、３２　接着層、１２８　コア基板、１３０　凹部、１３２　接着層。
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